
　　すでに受給者証等をお持ちで、受給者証等と管理票を使って受診している場合には、証明欄の記入は必要
ありません（払い戻しが必要な場合は、領収書の原本と管理票のコピーで申請できます）。
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「高額療養費制度の適用区分を記載」は、会計時にオンライン等で確認した場合のみ、適用区分を記入してください。

受給者証等の区分とは一致しない

委任状

受給者本人がお亡くなりになった場合、除籍謄本など受給者の方が亡くなった事実と、振込先口座名義人との関係
（相続人であること）が確認できる資料を添付ください。
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 「左記のうち有効期間内でかつ公費対象の日数」は④受診日数のうち、受給者証の有効期間内かつ公費対象と

なる日数を記入してください。

かつ公費対象の


